
【図表３】会計上の見積りの合理性の評価（改訂監基報540に基づくもの）　

（あるべき）経営者（の対応） 監査人の手続二重責任の原則

② 見積りが必要な事象の把握

③ 見積りに関する内部統制の整備・運用

① 関連するＧＡＡＰの理解

④ 見積りの測定手法の検討（仮定・データによる計算式）

⑤ 情報収集・計算式への当てはめ・見積り

⑥ 会計処理・表示・開示（関連する注記含む。）

⑦ （長期の場合）継続的な見直し

⑨ （必要に応じて）見積りプロセスの見直し

⑧ 見積額と確定額との差異の検証

ＡＲＯの適切な見積りが行える内部統制を整備運用する

不動産賃貸借契約を閲覧し、契約上の資産の撤去義務を、

又は、アスベストなどの法的な撤去義務がないかを把握する

見積りを行うために必要となる

資産除去債務に関する会計基準等を正しく理解する

(例）法的な撤去義務、契約に基づく撤去義務を対象とする

①撤去時期、②撤去費用、③①に基づく割引率を

変数とし、②/（１＋③）nにより算定する

変数の見積時の情報を収集、計算式に当てはめて最善の見積りを行う

建物/ＡＲＯという仕訳を切り、関連する注記を作成する

撤去時期や撤去費用等を見直しする必要がないか検証する

実務の流れ （例示）資産除去債務（ＡＲＯ）の場合

履行差額の内容について検証し、要因を探る

上記要因が見積りプロセス上の問題であれば見直しする

リスク評価手続

１． 必要な範囲で、企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み、

内部統制システムを理解（12項（1）～(10)）

・財務諸表上会計上の見積りの認識や注記が必要な取引等（同(1)）

・適用される財務報告の枠組みにおける要求事項（同(2)）

・会計上の見積りに関して、経営者が利用する専門家（同(6)）

・会計上の見積りに関連する企業の情報システム（同（8））

理解
リスク

識別
リスク

評価

２． （監査人による）過年度の会計上の見積りの確定額等の検討（13項）

４． 見積りの不確実性、複雑性、主観性等の程度の評価（15項）

５． 特別な検討を必要とするリスクかどうかの判断（16項）

重要な虚偽表示リスク 特別な検討を必要とするリスク

リスク対応手続

６－２ 経営者が行った見積りの検討（17項(2)、21項～26項）

６－１ 監査報告書までに発生した事象の検討（17項(1)、20項）

６－３ 監査人による見積額又は許容範囲の設定（17項(3)、27～28項）

７ （必要に応じて）内部統制の運用評価手続（18項）

８ 注記事項に対するリスク対応手続（21項(2)、25項、30項）

十分かつ適切な監査証拠の入手

合理性の

判断

虚偽表示の

判断

10 経営者確認書の入手（36項）

財務諸表
（関連する注記含む。）

監査報告書日までに発生した事象を修正後

発事象として見積りにあたって考慮しないで

よいかどうかということ

特別な検討を必要とするリスクについて、内

部統制に依拠する場合、必ず当年度監査

において運用評価手続を実施する（19項）

実務上、「バックテスト」と呼ばれる監査手続。

実施する主な目的は、（過年度の見積りに

対して遡及的に検討することを通じて）企業

の見積プロセスは有効であったかどうか等

の情報を入手し（A55項）、当年度の重要な

虚偽表示リスクの識別・評価に役立てる

（A56項）、過年度の見積りが当期に確定し

多額な差異が発生していれば原因によって

は当期の重要な虚偽表示リスクは高いと評

価しなければならない場合がある。

９ ＧＡＡＰに照らして見積りが合理的か虚偽表示かの判断（34項）

財務諸表全体で捉えて経営者の偏向の兆候の有無の評価（31項）、必要な注記

が記載されているかどうかの評価（35項）、総括的評価（32項）含む。
○ 資産除去債務に関する注記

○ 会計上の見積りに関する注記

（資産除去債務が企業にとって重要な会計上の見積りである場合）

上記を作成して、財務諸表に注記する。

３． （監査人が）専門的な技能又は知識を必要とするかどうかの決定（14項）
特別な検討を必要とするリスクである場合

には、当該リスクに対応する内部統制を識

別し、また当該内部統制が効果的にデザイ

ンされているかどうかを評価し、それらが業

務に適用されているかどうかを判断しなけ

ればならない（16項後段）。

特別な検討を必要とするリスクについて、

（運用評価手続を並行して実施せず）実証

手続のみを実施する場合には（相対的に証

明力の弱い分析的実証手続だけではだめ

で必ず）詳細テストを含める（19項）経営者が会計上の見積りに使用した以下の選択適用が合理的か

①見積手法、②重要な仮定、③データ

もし経営者が見積りの不確実性に（複数の

仮定や判断（シナリオ）を設け多角的にボラ

ティリティを検討することなく）適切に対処し

ていないと判断した場合、経営者に追加的

な検討を要請したり、内部統制の不備の評

価を行う（26項）。


